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 標 記
ひょうき

文 書
ぶんしょ

について、事実
じじつ

誤認
ごにん

の記載
きさい

がありましたので下記
か き

のように訂
てい

正
せい

しま

した。あわせて他
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の２カ所
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ていせい
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 「Ａ－４ サービス
さ ー び す

体 系
たいけい

・内 容
ないよう

について １）介護
かいご

給 付
きゅうふ

について １－５ 指定
してい

基 準
きじゅん

」で、東 京 都
とうきょうと

が国
くに

の基 準
きじゅん

とは異
こと

なる厳
きび

しい基 準
きじゅん

で規
き

制
せい

しているとの

記 述
きじゅつ

があり、事実
じじつ

誤認
ごにん

であるので削 除
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 同 様
どうよう

の記 述
きじゅつ

が「Ａ－１０」にもあり、削 除
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強 化
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ばんめ

の意
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見 中
けんちゅう

「東 京 都
とうきょうと

においても」を「ある自治体
じちたい

においては」に変 更
へんこう

する。記 述
きじゅつ

の性 格 上
せいかくじょう

固有
こゆう

名詞
めいし

は不必要
ふひつよう

であり、固有
こゆう

名詞
めいし

を使
つか

う場合
ばあい

には反 論
はんろん

の機会
きかい

を保 障
ほしょう

すべきで

あるから。 
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のための医療付
いりょうつ

きショートステイ
し ょ ー と す て い

」の要 望
ようぼう

の削 除
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、「医 療 的
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増 設
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障 害 者
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心 身
しんしん
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。」の「精 神
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障 害 者
しょうがいしゃ

」を削 除
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する。事務的
じむてき

ミス
み す

で残
のこ

ったもの。 


